
岩倉市障がい者計画の体系・骨子の検討 
岩倉市障がい者計画（第５期） 

国の方針 県・市の方向性 岩倉市の課題 
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施策の方向１  

ともに生きる～理解と交流

の推進 

 

＜施策＞ 

(1) 障がいに対する理解の

促進 

(2) 差別解消に向けた取組

の推進 

(3) 福祉教育の充実 

(4) 交流の促進 

【国の方針】 

第５次障害者基本計画 概要 

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

の防止 
○社会のあらゆる場面における障害者差
別の解消 

・家族に対する相談支援や障害福祉サー
ビス事業所等における虐待防止 

・委員会の設置等、虐待の早期発見や防止

に向けた取組 
・障害福祉サービスの提供に当たり、利用
者の意思に反した異性介助が行われる

ことがないよう、取組を推進 
・改正障害者差別解消法の円滑な施行に
向けた取組等の推進 

２．安全・安心な生活環境の整備 
○移動しやすい環境の整備、まちづくり
の総合的な推進 

・公共交通機関や多数の者が利用する建
築物のバリアフリー化 

・接遇ガイドライン等の普及・啓発等の

「心のバリアフリー」の推進 
・歩道が設置されていない道路や踏切道
の在り方について検討、信号機等の整

備 
・国立公園等の主要な利用施設のバリア
フリー化や情報提供等の推進 

３．情報アクセシビリティの向上及び意
思疎通支援の充実 

○障害者に配慮した情報通信･放送･出版

の普及、意思疎通支援の人材育成やサ
ービスの利用促進 

・情報アクセシビリティ・コミュニケーシ

ョン施策推進法に基づく施策の充実 
・公共インフラとしての電話リレーサー
ビス提供の充実 

・手話通訳者や点訳者等の育成、確保、派
遣 

４．防災、防犯等の推進 

○災害発生時における障害特性に配慮し
た支援 

・福祉避難所、車いす利用者も使える仮設

住宅の確保 
・福祉・防災の関係者が連携した個別避難
計画等の策定、実効性の確保 

・障害特性に配慮した事故や災害時の情
報伝達体制の整備 

５．行政等における配慮の充実 

〇司法手続や選挙における合理的配慮の
提供等 

・司法手続(民事・刑事）における意思疎

通手段の確保 
・障害特性に応じた選挙等に関する情報
提供の充実、投票機会の確保 

・国家資格試験の実施等に当たり障害特
性に応じた合理的配慮の提供 

６．保健・医療の推進 

○精神障害者の早期退院と地域移行、社
会的入院の解消 

・切れ目のない退院後の精神障害者への

支援 
・精神科病院に入院中の患者の権利擁護
等のため、病院を訪問して行う相談支

援の仕組みの構築 
・精神科病院における非自発的入院のあ
り方及び身体拘束等に関する課題の整

理を進め、必要な見直しについて検討 

【県の方針】 

あいち障害者福祉プラン2021-2026 

 

基本理念 

全ての県民が、等しく基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重さ

れ、障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、多様性を認め合い、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する地

域社会の実現 

 

施策体系図 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

（１）安全に安心して生活できる住環境
の整備 

（２）障害のある人に配慮したまちづく
りの推進 

 

２ 情報アクセシビリティの向上及び意
思疎通支援の充実 

（１）情報アクセシビリティの向上 

（２）意思疎通支援の充実 

 

３ 防災・感染症対策・防犯の推進 

（１）防災対策の推進 

（２）感染症対策の推進 

（３）防犯対策の推進 

 

４ 権利擁護の推進及び行政等における
配慮の充実 

（１）障害を理由とする差別の解消の推
進 

（２）虐待の防止、権利擁護の推進 

 

５ 自立した生活の支援・意思決定支援
の推進 

（１）意思決定支援の推進 

（２）自立した生活の支援 

 

６ 保健・医療の推進 

（１）精神保健・医療の適切な提供等 

（２）難病に関する保健・医療施策の推

進 

（３）保健・医療の充実等 

 

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

（１）総合的な就労支援と障害者雇用の
促進 

（２）福祉的就労の底上げ 

（３）福祉施設から一般就労への移行に
向けた取組 

 

８ 教育の振興 

（１）インクルーシブ教育システムの推

進 

（２）教員の専門性の向上 

（３）教育諸条件の整備 

（４）卒業後の生活へのスムーズな移行 

 

○今後も、差別解消に向けた具体的な行

動につながるよう、障がいに関する正

しい知識を市民の中に広げていくた

め、法の趣旨や障がいのある人に対す

る理解を深める啓発活動を進めること

が重要。 

○精神障がいで差別的な扱い等を受けた

と感じる人が多くみられ、今後も、市

民の障がいへの理解、差別や偏見の解

消のため、周知啓発を行っていくとと

もに、相談支援充実が必要。 

○幼いころからの福祉教育等の充実に加

え、各種団体等と連携・協力し、障が

いのある方の理解を目的とした、子ど

もから大人まで多くの市民を対象にし

た福祉教育の充実を図ることが必要。 

○身近な地域で日常的に交流を深めてい

くため、多様な機会を通じて地域住民

とふれあい、障がいのある人が積極的

に社会活動に参画できるよう支援して

いくことが必要。 

⇒【施策の方向１】 

 

○障がいのある人が住み慣れた地域で安

定した生活を継続するためには、障が

いの状況に応じた居住の場を整えるこ

とが必要。 

○サービス等利用計画が作成され適時の

見直しが行われていくように、指定特

定相談支援事業所に対する継続的な支

援が必要。 

○地域生活支援拠点を整備し、身近な困

りごとの相談や365日２４時間の緊急

時受け入れ対応等のサービスの充実が

求められる。 

○個々の障がいのある人のニーズや実態

に応じて適切な支援が行えるよう、相

談機関の周知・場の充実や、支援につ

なげる連携体制を強化し、相談体制を

充実していくことが必要。 

○障がいのある人が、福祉サービスや生

活に関する情報を、必要なときに手軽

に入手することができるよう情報提供

に努めることが必要。 

○地域では虐待や不適切な行為をされた

ことがある人も見られ、地域及び当事

者の人権・権利に対する意識啓発が必

要。 

○成年後見制度の利用を促進するため、

制度の周知とともに権利擁護を担う専

門的人材の育成確保にも取り組んでい

くことが必要。 

○介護･福祉人材の確保を進めるため、

障がい理解を促進するとともに魅力あ

る福祉の仕事への関心を深めてもらう

ことが必要。 

⇒【施策の方向２】 

 

○居住の確保や医師、保健師、相談支援

専門員等の連携による支援の充実を図

ることが必要。 

○障がい者の高齢化・重度化がさらに進

むとともに、医療的ケアが必要な児童

が増えることが予測されるため、保

健・医療・福祉・教育等の関係機関の
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１ ともに生きる

～理解と交流

の推進 

(1) 障がいに対する理解
の促進 

○障がい特性に対する住民への理解・啓発の推進 

○地域共生の理念の普及 

○「障害者週間」の周知 

○イベントにおける啓発 

○「車いす使用者用駐車施設」に関する啓発 

○障がいのある人に関するマークの周知 

○コミュニケーションボードの普及 

○コミュニケーション手段の利用促進 

(2) 差別解消に向けた取
組の推進 

○「障害者差別解消法」についての周知・啓発  

○講演会等の実施  

○障がいを理由とする差別の禁止  

○手続や選挙における合理的配慮の提供 

(3) 福祉教育の充実 

○福祉教育の充実 

○福祉体験学習等の推進 

○交流学習の促進 

○教職員の指導力向上 

○生涯学習における福祉教育の推進 

(4) 交流の促進 

○岩倉市障害者連絡協議会の活動支援 

○当事者団体の「見える化」の促進  

○社会参加の場の確保 

○当事者団体の活動支援 

○障がいのある人を支援するボランティアの育成と

活動支援 

○当事者団体への参加促進 

施策の方向２ 

地域で生活する～生活支援

の充実 

 

＜施策＞ 

(1) 生活の場の確保 

(2) 生活支援の充実 

(3) 相談・情報提供の充実 

(4) 権利擁護の推進・虐待の

防止 

(5) 人材の育成と確保 

 
２ 地域で生活す

る～生活支援

の充実 

(1) 生活の場の確保 

○グループホームの充実 

○地域生活体験事業の実施支援 

○自立生活援助の整備  

○住宅改善の推進 

(2) 生活支援の充実 

○訪問系サービスの充実 

○日中活動系サービスの充実 

○地域生活支援の拠点づくり  

○コミュニケーション支援の充実 

(3) 相談・情報提供の充
実 

○相談支援体制の強化 

○障害福祉サービスの利用支援 

○包括的な相談支援体制の検討・重層的な支援体制の

構築 

○ピアカウンセリングの促進 

○家族支援の充実 

 

(4) 情報アクセシビリテ
ィの向上や意思疎通
支援 

○福祉サービスに関する情報提供の充実 

○視覚障がいのある人への情報提供の充実 

○障がいのある人への情報提供施設などの周知 

○障害者手帳交付時の情報提供の充実 

○情報提供にかかわるボランティア等の育成 

○ユニバーサルデザインの考え方に基づく情報提供 

(5) 権利擁護の推進・虐
待の防止 

○権利擁護支援体制の整備  

○成年後見制度利用支援の充実 

○日常生活自立支援事業の利用促進 

○虐待の防止等に関する周知・啓発 

(6) 人材の確保と育成 
○福祉・介護の仕事の魅力の「見える化」  

○事業者との連携強化  

施策の方向３  

健やかに生きる～保健・医療

の充実 

 

＜施策＞ 

(1) 保健事業の充実 

(2) 医療体制の充実と連携

強化 

３ 健やかに生き

る～保健・医療

の充実 

(1) 保健事業の充実 

○妊婦健康診査の充実 

○乳幼児健康診査の充実 

○乳幼児訪問指導の充実 

○各種健康診査・事後指導の充実 

○健康づくり事業の推進 

○障がいのある人への訪問指導の充実 

○難病患者への訪問指導の充実 

○精神保健に関わる相談援助体制の整備 

○職員の研修等の充実 

○継続した支援体制の整備 

○感染症対策の充実 

資料５ 



岩倉市障がい者計画（第５期） 

国の方針 県・市の方向性 岩倉市の課題 

次期 岩倉市障がい者計画の体系（案） 

基本

理念 
計画の体系 

基本

理念 
施策の方向 施策 取組 

７．自立した生活の支援・意思決定支援の
推進 

○意思決定支援の推進、相談支援体制の
構築、地域移行支援・在宅サービス等の
充実 

・ヤングケアラーを含む家族支援、サービ
ス提供体制の確保 

・障害のあるこどもに対する支援の充実 

８．教育の振興 
○インクルーシブ教育システムの推進・
教育環境の整備 

・自校通級、巡回通級の充実をはじめとす
る通級による指導の一層の普及 

・教職員の障害に対する理解や特別支援

教育に係る専門性を深める取組の推進 
・病気療養児への ICT を活用した学習機
会の確保の促進 

９．雇用・就業、経済的自立の支援 
○総合的な就労支援 
・地域の関係機関が連携した雇用前･後の

一貫した支援、就業･生活両面の一体的
支援 

・雇用・就業施策と福祉施策の組合せの

下、年金や諸手当の支給、税制優遇措
置、各種支援制度の運用 

・農業分野での障害者の就労支援（農福連

携）の推進 
１０．文化芸術活動・スポーツ等の振興 
○障害者の芸術文化活動への参加、スポ

ーツに親しめる環境の整備 
・障害者の地域における文化芸術活動の
環境づくり 

・日本国際博覧会（大阪・関西万博）の施
設整備、文化芸術の発信などの環境づ
くり 

・障害の有無に関わらずスポーツを行う
ことのできる環境づくり 

１１．国際社会での協力・連携の推進 

○文化芸術・スポーツを含む障害者の国
際交流の推進 

・障害者分野における国際協力への積極

的な取組 
・障害者の文化芸術など日本の多様な魅
力を発信 

 
 

９ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

（１）文化芸術活動の充実に向けた社会

環境の整備 

（２）スポーツに親しめる環境の整備、
パラリンピック等競技スポーツに

係る取組の推進 

 

【市の方針】 

第５次岩倉市総合計画 
施策がめざす将来の姿 
●障がいのある人が、その能力や状況に

応じた必要なサービスや支援を受け、
その人らしく自立し、住み慣れた地域
の中で安心して生活しています。 

●障がいのある人もない人も、お互いに
人格と個性を尊重し、地域や社会が障
がい者と交流し支え合える環境が整っ

ています。 
 
施策の内容 

（1）障がい者への地域生活支援と社会参
加促進 

個別施策：①相談支援体制の充実 

個別施策：②福祉サービスの充実と関係
者の連携 

個別施策：③医療費の支援 

個別施策：④就労の支援 
個別施策：⑤スポーツ・文化活動等への参

加促進 

 
（2）障がい者に対する理解促進とボラン

ティア活動の充実 

個別施策：①福祉教育の充実 
個別施策：②地域での障がい者に対する

理解促進 

個別施策：③障がい者の権利擁護・虐待防
止 

個別施策：④ボランティア活動の充実 

 

連携強化が必要。 

⇒【施策の方向３】 

 

○地域で暮らしながら専門的な療育を受

けられる体制や、障がいの特性に応じ

た療育を実施するため、指導方法等の

工夫や改善を図っていくことが求めら

れる。 

○学校教育・子育て・福祉・就労部門と

の連携を緊密にし、子どもの成長段階

や障がい特性に応じた必要な支援と相

談体制の充実を図ることが必要。 

○より一層のインクルーシブ教育に向

け、体制の強化を図ることが必要。 

⇒【施策の方向４】 

 

○今後も、障がい者の雇用促進の充実に

向け、障がいや障がい者への理解や就

労環境の改善促進に取り組んでいくこ

とが必要。 

○企業と就労する障がいのある人とのマ

ッチングや、就労後も働き続けるため

に、就労支援実施機関による効果的な

就労移行支援、ジョブコーチ等による

就労定着支援の一層の推進が求められ

る。 

○障がいのある人の生活の質の向上を図

り、能力や個性、意欲に応じて積極的

に社会参加できる環境づくりが重要。 

⇒【施策の方向５】 

 

○公共的建築物や道路などの公共施設等

のバリアフリー化、ユニバーサルデザ

イン化を推進し、障がいの有無や年齢

等にかかわらず、誰もが安心して生活

できるような環境の形成に取り組んで

いくことが必要。 

○今後も、障がいのある人の外出を支援

するために、公共交通機関等の移動手

段をより利用しやすくするとともに、

単身での外出が困難な人への支援の充

実が求められる。 

○今後も、災害発生時における避難行動

に支援が必要な方に対して、地域の

人々が協力して助け合う共助の推進に

取り組むことで、障がい者の援護体制

の強化を図っていくことが必要。 

○今後、福祉避難拠点の整備や地域住民

が主体となった避難所ごとの管理運営

体制を構築し、災害発生時の迅速かつ

適切な情報提供、避難支援体制の強化

が必要。 

⇒【施策の方向６】 

 
 

(2) 医療体制の充実と連
携強化 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築  

○地域の医療提供体制の構築 

○医療的ケア児等の支援体制の構築 

○医療費助成の周知 

○かかりつけ医の奨励 

○在宅歯科診療の周知 

○歯科衛生士による訪問口腔衛生指導の周知 

施策の方向４  

可能性を伸ばす～療育・保

育・教育の充実 

 

＜施策＞ 

(1) 療育の充実 

(2) 保育・幼児教育の充実 

(3) インクルーシブ教育※6 

の推進 

４ 可能性を伸ば

す～療育・保

育・教育の充実 

(1) 療育の充実 

○「あゆみの家」の充実 

○相談支援体制の強化 

○保護者に対する障がい受容支援 

○継続的な支援システムの構築 

○保護者等の交流の場づくり   

(2) 保育・幼児教育の充
実 

○インクルーシブ保育（統合保育）の推進 

○専門職の配置・職員の知識向上 

○子育て相談の充実 

○障がい児の受け入れ体制の充実 

○保育士、教員の資質向上 

(3) インクルーシブ教育
の推進 

○インクルーシブ教育を推進するための多様な学び

の場の充実 

○障がいに応じた特別支援学級の設置 

○療育の一貫性の確保 

○進路指導の充実 

○個別の教育支援計画・指導計画の活用 

○学校教育施設のバリアフリー化の推進 

施策の方向５ 

いきいきと活動する～社会

参加の促進 

 

＜施策＞ 

(1) 雇用の促進 

(2) 就労後の支援の充実 

(3) スポーツ・レクリエーシ

ョン、文化活動の推進 
５ いきいきと活

動する～社会

参加の促進 

(1) 雇用の促進 

○障がい者雇用についての啓発 

○市の法定雇用率の達成 

○精神障がいのある人の就労の促進  

○就労移行支援事業の参入促進 

○就労継続支援事業の参入促進 

○一般就労が困難な人の就労の場への支援 

○障がい者雇用に関する「見える化」の促進  

○多様な就労体験・実習の場の確保 

○優先調達の推進 

(2) 就労後の支援の充実 

○就労定着支援事業の周知と参入促進  

○ジョブコーチの普及促進 

○職場における合理的配慮の提供義務等の周知  

○合理的配慮の事例の収集と発信  

(3) スポーツ・レクリエ
ーション、文化活動
の推進 

○スポーツ施設、文化施設等のバリアフリー化の推進 

○スポーツ・レクリエーション、文化活動にかかるイ

ベントの支援 

○スポーツ教室の充実 

○スポーツ大会等への参加支援 

○市民健康マラソンにおける配慮 

○スポーツ施設の利用促進 

○スポーツ活動関連情報の提供 

○障がい者スポーツの普及  

○障がい特性に合わせた参加しやすい環境づくり 

○障がいの特性に応じた文化活動への参加機会の拡

充 

 施策の方向６ 

安心して暮らす～安全・安心

の整備 

 

＜施策＞ 

(1) ユニバーサルデザイン

に基づいたまちづくり

の推進 

(2) 外出・移動支援の充実 

(3) 災害時の地域支援体制

の確立 

(4) 福祉避難所の整備 

６ 安心して暮ら

す～安全・安心

の整備 

(1) ユニバーサルデザイ
ンに基づいたまちづ
くりの推進 

○ユニバーサルデザインに基づくまちづくりの推進 

○公共施設等のバリアフリー化の推進 

○民間施設のバリアフリー化の推進 

○こころのバリアフリー化の推進  

○障がい者補助犬の受け入れ  

(2) 外出・移動支援の充
実 

○障害福祉サービスによる外出支援 

○タクシー料金の助成による外出支援 

○デマンド型乗合タクシーによる外出支援 

○自動車運転免許取得費等の助成 

○交通事業者との連携強化 

(3) 災害時の地域支援体
制の確立 

○避難行動要支援者に対する支援の推進 

○地域防災体制の強化 

○避難行動要支援者支援制度の啓発 

(4) 福祉避難所の整備 
○避難路の確保と周知 

○福祉避難所の整備 

○緊急通報システムの普及等 

 


